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第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
３
日
か
ら
26

日
ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま

し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
三
条
市
災
害
弔
慰

金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
」

な
ど
の
条
例
案
件
、
市
道
路
線
の
認
定
及

び
変
更
、
下
田
地
域
交
流
拠
点
施
設
の
農

産
物
加
工
所
の
整
備
に
係
る
経
費
や
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
購
入
対
象
者
の
増
加

に
係
る
経
費
な
ど
約
１
億
３
９
０
０
万
円

を
盛
り
込
ん
だ
「
令
和
元
年
度
三
条
市
一
般

会
計
補
正
予
算
」、
ま
た
平
成
30
年
度
の
各

会
計
に
お
け
る
決
算
の
認
定
な
ど
12
件
が

上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
案
は
、
各
常
任
委
員
会
な

ら
び
に
決
算
審
査
特
別
委
員
会
な
ど
で
の

審
査
を
経
て
、
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案

の
と
お
り
可
決
、
承
認
ま
た
は
認
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
ほ
か
「
県
央
基
幹
病
院
の
基
本
計
画

ど
お
り
の
整
備
を
求
め
る
意
見
書
」
に
加

え
、
請
願
の
採
択
に
伴
い
、
国
会
や
関
係

行
政
庁
へ
そ
れ
ぞ
れ
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

会派名
（下段は所属議員数）

議案

自
由
ク
ラ
ブ

清
風
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

無

所

属

議

決

結

果区分 番号 件名 概要 審査した委員会 7 6 3 2 2

〔市長提出〕

条
　
　
　
　
　
　
例

議第１号
三条市災害弔慰金の支給等
に関する条例の一部改正に
ついて

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資
金に係る償還金の支払猶予等の判断に際し、市町村は貸し付けを受
けた者による報告などを求めることができるとされたことなどから、
必要な改正を行うもの　施行期日：公布の日

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第２号
三条市特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める
条例等の一部改正について

子ども・子育て支援法等の一部改正による幼児教育及び保育の無償
化の実施等に伴い、関係する条例について、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日等

総務文教常任委員会 ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市印鑑条例の一部改
正について

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏を使用した印鑑の登
録を認めるとするなどの国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改
正が行われたことから、当市においてもこれに準じ、必要な改正を行
うもの　施行期日：令和元年11月５日

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第４号 三条市給水条例の一部改
正について

水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者（給水装置工
事を適正に施行することができる事業者として水道事業者の指定を
受けたものをいう。）に対する更新制度が導入されることなどから、必
要な改正を行うもの　施行期日：令和元年10月１日

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第５号 三条市火災予防条例の一
部改正について

消防法等の規定に違反する防火対象物の消防用設備等の状況を市
民に公表することにより、当該防火対象物を利用しようとする者の防
火安全性の判断に資するとともに、当該防火対象物の関係者による
防火安全体制の確立を促すことから、必要な改正を行うもの
施行期日：令和２年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ
の
他

議第６号 市道路線の認定及び変更に
ついて

認定路線　６路線  実延長 819.0m
変更路線　１路線  実延長（増加分） 12.9m 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

予
　
算

議第７号 令和元年度三条市一般会
計補正予算

補　正　額 139,708千円
補正後の額 53,622,387千円

総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第８号 令和元年度三条市介護保
険事業特別会計補正予算

補　正　額 200,103千円
補正後の額 9,913,311千円 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

そ
の
他

議第９号
平成30年度三条市水道事
業会計未処分利益剰余金
の処分について

１ 当年度未処分利益剰余金  140,427,152円
２ 利益剰余金処分額　 利益積立金  140,427,152円
３ 翌年度繰越利益剰余金   0円

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

報
　
　
告

報第１号
専決処分報告について

（三条市民プールの指定管
理者の指定について）

三条市民プールの指定管理者であった共同企業体を構成する一者
が廃業したことに伴い、当該共同企業体による当該施設の管理運営
が困難になったことから、その残余期間について、指定管理者として
環境をサポートする株式会社きらめきを指定したもの
指定の期間：令和元年７月５日から令和２年３月31日まで
専決処分日：令和元年７月５日

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 承認

決
　
　
算

認 　 定
第 1 号

平成30年度決算の認定に
ついて

（三条市一般会計及び各特
別会計)

（一般会計）　支出済額 47,213,838,633円
（特別会計）　支出済額 21,917,099,340円 決算審査特別委員会 ○ ○ × ○ ○ 認定

認 　 定
第 ２ 号

平成30年度決算の認定に
ついて

（三条市水道事業会計）

収益的収支決算額 支出 1,978,703,508円
当年度純利益 140,427,152円
有収率　　 91.8％

決算審査特別委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 認定

議 案 賛 否 一 覧 表 ○：議案に対して賛成
×：議案に対して反対
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〔議員発案〕

意
　
　
見
　
　
書

議 員
発 案
第 １ 号

県央基幹病院の基本計画ど
おりの整備を求める意見書
の提出について

基本計画どおりのスケジュールおよび規模で県央基幹病院を整備さ
れるよう要望する意見書を提出するもの
提出先：新潟県知事

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議 員
発 案
第 ２ 号

学費と教育条件の公私間格
差是正に向けて、私立高校
への助成の充実を求める意
見書の提出について

私立高校生への就学支援金制度を拡充することなどの実現を要望す
る意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大
臣、文部科学大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議 員
発 案
第 ３ 号

学費と教育条件の公私間格
差是正に向けて、私立高校
への助成の充実を求める意
見書の提出について

私立高校生への県独自の学費軽減制度を拡充することなどの実現を
要望する意見書を提出するもの
提出先：新潟県知事

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

〔請　　願〕
請
願

請 　 願
第 ７ 号

私学助成の充実を求める請
願

私立高校における学費と教育条件の公私間格差を是正するため、私
学助成の充実を求めるもの 総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採択

↖3ページへ続く

県
央
基
幹
病
院
の
基
本
計
画
ど
お
り
の
整
備
を
求
め
る
意
見
書

　

県
は
、
平
成
28
年
７
月
に
策
定
し
た
県
央
基
幹
病
院
整
備
基
本
計
画

（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を

併
設
し
た
基
幹
病
院
の
令
和
５
年
度
早
期
開
院
に
向
け
、
用
地
造
成
工

事
を
基
本
計
画
ど
お
り
に
進
め
て
お
り
、
来
年
度
か
ら
本
体
建
設
工
事

の
着
工
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
県
財
政
の
悪
化
や
県
立
病
院
の
赤
字
運
営
を
背
景
に
、
花

角
知
事
は
６
月
県
議
会
に
お
い
て
、
行
財
政
改
革
有
識
者
会
議
の
議
論

を
踏
ま
え
、基
本
計
画
の
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
、

順
調
に
進
ん
で
い
た
県
央
基
幹
病
院
の
整
備
に
つ
い
て
、
見
直
し
の
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

県
央
医
療
圏
の
課
題
で
あ
る
圏
外
へ
の
救
急
搬
送
割
合
は
、
基
本
計

画
策
定
時
点
（
平
成
26
年
）
の
18
・
6
％
が
、
平
成
30
年
に
は
25
・

8
％
と
他
圏
域
と
は
桁
違
い
に
高
く
、
４
年
前
に
比
べ
て
7
・
2
ポ
イ

ン
ト
高
く
上
が
り
続
け
、
県
平
均
の
5
・
5
％
に
比
べ
て
も
20
・
3
ポ

イ
ン
ト
高
い
状
況
で
、
救
急
搬
送
時
間
も
長
時
間
化
し
て
い
る
。

　

県
央
医
療
圏
に
お
い
て
地
域
住
民
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、
救
命
救

急
セ
ン
タ
ー
機
能
を
併
設
し
た
病
院
で
あ
り
、
ま
た
、
医
師
及
び
看
護

師
の
確
保
並
び
に
そ
の
体
制
維
持
の
た
め
に
は
、4
5
0
床
の
病
院
が

必
要
で
あ
る
。

　

基
本
計
画
で
示
さ
れ
た
病
院
の
機
能
と
規
模
は
、
地
域
住
民
の
命
を

守
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
医
療
環
境
の
整
備
と
県
財
政
の
こ
と
を

同
じ
土
俵
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
基
本
計
画
ど
お
り
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
規
模
で
県
央
基
幹
病
院
を
整
備
さ
れ
る
よ
う
強
く

要
望
す
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　
　
　

三
条
市
議
会
議
長　

阿 

部 

銀
次
郎

［
提 

出 

先
］
新
潟
県
知
事
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